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○ 浜 田 市 協 働 の ま ち づ く り 推 進 条 例  

令 和 ２ 年 ９ 月 30日 条 例 第 31号  

浜 田 市 協 働 の ま ち づ く り 推 進 条 例  

目 次  
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第 ２ 章  市 民 等 の 権 利 及 び 役 割 （ 第 ４ 条 ・ 第 ５ 条 ）  

第 ３ 章  市 の 役 割 （ 第 ６ 条 ・ 第 ７ 条 ）  

第 ４ 章  市 民 参 画 （ 第 ８ 条 ・ 第 ９ 条 ）  

第 ５ 章  地 域 協 議 会 （ 第 10条 ― 第 14条 ）  

第 ６ 章  協 働 の ま ち づ く り の 推 進 （ 第 15条 ― 第 2 4条 ）  

第 ７ 章  雑 則 （ 第 25条 ・ 第 26条 ）  

附 則  

私 た ち の ま ち 浜 田 市 は 、 全 国 に 誇 れ る 海 や 山 な ど の 美 し い 自 然

と 、 石 見 神 楽 や 石 州 半 紙 な ど の 伝 統 ・ 文 化 、 豊 か な 自 然 を 活 か し

た 多 く の 観 光 資 源 を 有 す る 島 根 県 西 部 の 中 核 都 市 で す 。  

平 成 17年 10月 の 市 町 村 合 併 で は 、 独 自 の 浜 田 那 賀 方 式 自 治 区 制

度 に よ り 、 「 地 域 の 特 徴 や 地 域 ら し さ を 大 切 に し た ま ち づ く り 」

に 取 り 組 ん で き ま し た 。  

し か し な が ら 、 急 速 に 進 む 人 口 の 減 少 や 少 子 高 齢 社 会 と い っ た

情 勢 の 中 、 担 い 手 不 足 に よ る 防 災 活 動 や 草 刈 作 業 と い っ た 地 域 活

動 の 衰 退 や 、 こ れ ま で 取 組 を 進 め て き た 行 財 政 改 革 に よ る 行 政 の

ス リ ム 化 に よ り 、 地 域 だ け 、 市 だ け で は 解 決 で き な い 課 題 が 増 え

て い ま す 。  

こ う し た 課 題 に 取 り 組 ん で い く た め 、 本 市 で は 、 こ れ ま で の 自

治 区 制 度 に 代 わ る 、 新 し い ま ち づ く り に 向 け た 取 組 を 始 め て い ま

す 。  

こ れ か ら は 、本 市 に 暮 ら す 子 ど も か ら 高 齢 者 ま で の 全 て の 人 が 、

お 互 い の 特 徴 や 役 割 、 そ し て お 互 い が パ ー ト ナ ー で あ る こ と を 認

め 合 い な が ら 、 自 分 の 地 域 や 市 の 出 来 事 に 関 心 を 持 ち 、 ま ち づ く

り に 自 ら 参 画 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。  

ま た 、 市 に も 市 民 等 と の 関 係 を も う 一 度 見 つ め 直 し 、 誰 も が ま

ち づ く り に 参 画 で き る よ う 、 分 か り や す い 市 政 運 営 と 、 市 民 等 と

の さ ら な る 連 携 と 協 力 が 求 め ら れ ま す 。  
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こ こ に 、 私 た ち の 願 い で あ る 「 全 て の 人 が 一 体 と な っ た 持 続 可

能 で 元 気 な 浜 田 」 を 目 指 し 、 誰 も が 参 画 で き 、 学 ぶ こ と の で き る

活 動 拠 点 を 整 備 す る と と も に 、 協 働 の ま ち づ く り に 対 す る 意 識 を

高 め 、 市 民 等 と 市 に よ る 地 域 の 個 性 を 活 か し た 協 働 の ま ち づ く り

を 更 に 推 進 す る た め 、 こ の 条 例 を 制 定 し ま す 。  

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め の 基 本 理

念 を 定 め る と と も に 、 市 民 等 及 び 市 の 役 割 を 明 ら か に し 、 そ れ

ぞ れ が 共 に 考 え 、 行 動 し 、 誰 も が 幸 せ に 暮 ら せ る 魅 力 あ る 地 域

社 会 の 実 現 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )  協 働  市 民 等 及 び 市 が 、 相 手 の 立 場 や 違 い を 尊 重 し 、 一

人 ひ と り が 当 事 者 意 識 を 持 ち 、責 任 や 役 割 分 担 を 明 確 に し 、同

じ 目 的 の た め に 共 に 考 え 、 行 動 す る こ と を い う 。  

(２ )  ま ち づ く り  市 民 等 が 地 域 の 活 動 に 参 画 し 、 自 分 達 が 暮

ら す 地 域 を よ り 住 み よ く し て い く こ と を い う 。  

(３ )  市 民  市 内 に 居 住 し 、 又 は 通 勤 若 し く は 通 学 を す る 者 を

い う 。  

(４ )  事 業 者  市 内 に お い て 事 業 活 動 を 行 う も の を い う 。  

(５ )  ま ち づ く り 活 動 団 体  地 域 の ま ち づ く り を 行 う た め 、 自

治 会 、町 内 会 そ の 他 当 該 地 域 で 活 動 す る 各 種 団 体 の う ち 、政 治

活 動 又 は 宗 教 活 動 を 主 た る 目 的 と し な い も の を い う 。  

(６ )  地 区 ま ち づ く り 推 進 委 員 会  ま ち づ く り 活 動 団 体 の う ち 、

そ の 地 区 の 課 題 の 解 決 や 活 性 化 を 図 る た め の 組 織 と し て 市 長

が 認 定 し た も の を い う 。  

(７ )  市 民 等  市 民 、 事 業 者 及 び ま ち づ く り 活 動 団 体 を い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 ３ 条  協 働 の ま ち づ く り は 、 次 に 掲 げ る 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本

理 念 」 と い う 。 ） に 基 づ き 推 進 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  一 人 ひ と り が ま ち づ く り の 主 役 で あ る こ と を 認 識 し 、 一

体 的 な ま ち づ く り に 向 け て 、 積 極 的 に 取 り 組 む こ と 。  
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(２ )  人 や 地 域 の つ な が り を 大 切 に し 、 お 互 い を 尊 重 し 助 け 合

う と と も に 、 そ れ ぞ れ の 特 性 や 得 意 分 野 を 活 か す こ と 。  

(３ )  本 市 の 自 然 、伝 統 及 び 文 化 を 次 世 代 に 継 承 す る と と も に 、

地 域 の 個 性 を 活 か す こ と 。  

(４ )  お 互 い が 、 ま ち づ く り に 関 す る 情 報 を 提 供 し 、 共 有 す る

こ と 。  

第 ２ 章  市 民 等 の 権 利 及 び 役 割  

（ 市 民 等 の 権 利 ）  

第 ４ 条  市 民 等 は 、 ま ち づ く り に 参 画 し 、 意 見 を 述 べ る 権 利 を 有

す る 。  

２  市 民 等 は 、 ま ち づ く り に 関 す る 情 報 を 知 る 権 利 を 有 す る 。  

（ 市 民 等 の 役 割 ）  

第 ５ 条  市 民 等 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 ま ち づ く り の 主 役 で あ

る こ と を 認 識 し な が ら 、 地 域 社 会 に 関 心 を 持 ち 、 自 ら が で き る

こ と を 考 え 、 積 極 的 に ま ち づ く り に 参 画 す る よ う 努 め る も の と

す る 。  

２  市 民 等 は 、 ま ち づ く り へ の 参 画 に 当 た っ て は 、 地 域 の 個 性 を

大 切 に し 、そ れ ぞ れ の 立 場 や 違 い を 認 め て 行 動 す る も の と す る 。 

第 ３ 章  市 の 役 割  

（ 市 の 役 割 ）  

第 ６ 条  市 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 市 民 等 が ま ち づ く り に つ い

て 自 ら 考 え 、 参 画 す る こ と が で き る よ う 、 必 要 と す る ま ち づ く

り に 関 す る 情 報 を 積 極 的 に 提 供 す る も の と す る 。  

２  市 は 、 市 民 等 に ま ち づ く り に つ い て 分 か り や す く 説 明 す る と

と も に 、 市 民 等 か ら の 質 問 等 に 対 し て 誠 意 を も っ て 対 応 す る も

の と す る 。  

３  市 は 、 市 民 等 が 参 画 す る 様 々 な 機 会 を 積 極 的 に 設 け 、 市 民 等

の 考 え 、 意 見 等 を 把 握 し 、 ま ち づ く り に 反 映 す る よ う 努 め る も

の と す る 。  

（ 市 職 員 の 育 成 及 び 参 画 促 進 ）  

第 ７ 条  市 は 、 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 市 の 職 員 に 対

し て 研 修 等 を 実 施 し 、 そ の 育 成 を 図 る も の と す る 。  

２  市 の 職 員 は 、 協 働 の ま ち づ く り を 理 解 し 、 自 ら も 地 域 社 会 の

一 員 と し て 、 積 極 的 に ま ち づ く り に 参 画 す る よ う 努 め る も の と
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す る 。  

第 ４ 章  市 民 参 画  

（ 市 民 参 画 の 対 象 ）  

第 ８ 条  市 は 、 ま ち づ く り に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 を 行 お う と す

る と き は 、 そ の 内 容 を 公 表 し 、 市 民 等 が こ れ に 対 す る 意 見 を 述

べ 、 又 は 提 案 す る こ と が で き る 機 会 を 設 け る も の と す る 。 た だ

し 、 軽 易 な 変 更 又 は 改 正 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

(１ )  基 本 構 想 、 基 本 的 事 項 を 定 め る 計 画 及 び こ れ ら の 実 施 計

画 の 策 定 、 変 更 又 は 廃 止  

(２ )  基 本 的 な 方 針 を 定 め る 条 例 の 制 定 、 改 正 又 は 廃 止  

(３ )  広 く 市 民 等 に 適 用 さ れ 、 市 民 生 活 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す

制 度 の 策 定 、 変 更 又 は 廃 止  

(４ )  公 共 施 設 等 の 設 置 に 関 す る 基 本 計 画 の 策 定 、 変 更 又 は 廃

止  

（ 市 民 参 画 の 方 法 ）  

第 ９ 条  前 条 に 規 定 す る 市 民 等 が 意 見 を 述 べ 、 又 は 提 案 す る こ と

が で き る 機 会 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 方 法 に よ る も の

と す る 。  

(１ )  審 議 会 等 で の 審 議 等  

(２ )  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施  

(３ )  説 明 会 の 開 催  

(４ )  ア ン ケ ー ト の 実 施  

(５ )  ワ ー ク シ ョ ッ プ の 開 催  

(６ )  そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 方 法  

第 ５ 章  地 域 協 議 会  

（ 地 域 協 議 会 の 設 置 ）  

第 10条  地 域 の 課 題 や 問 題 を 取 り 上 げ 、 よ り 良 い ま ち づ く り を 推

進 す る た め 、 市 長 の 附 属 機 関 と し て 、 別 表 に 掲 げ る 地 域 ご と に

地 域 協 議 会 を 置 く 。  

（ 地 域 協 議 会 の 所 掌 事 項 ）  

第 11条  地 域 協 議 会 は 、 そ の 属 す る 地 域 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 に

つ い て 調 査 審 議 し 、 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

(１ )  総 合 振 興 計 画 そ の 他 こ れ に 準 ず る 計 画 の 進 捗 状 況 に 関 す

る 事 項  
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(２ )  中 山 間 地 域 振 興 対 策 に 関 す る 事 項  

(３ )  一 体 的 な ま ち づ く り に 関 す る 事 項  

(４ )  市 の 重 要 施 策 に 関 す る 事 項  

(５ )  そ の 他 地 域 協 議 会 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  市 長 は 、 前 項 の 意 見 を 尊 重 し 、 施 策 等 に 反 映 す る よ う 努 め る

も の と す る 。  

（ 地 域 協 議 会 の 組 織 ）  

第 12条  地 域 協 議 会 は 、 委 員 15人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 そ の 属 す る 地 域 に 住 所 を 有 し 、 当 該 地 域 の 地 区 ま ち

づ く り 推 進 委 員 会 、 自 治 会 そ の 他 の ま ち づ く り 活 動 団 体 か ら 推

薦 さ れ た 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

（ 地 域 協 議 会 の 委 員 の 任 期 等 ）  

第 13条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 委 員 が 欠 け た 場 合

に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  委 員 の 再 任 は 、 妨 げ な い 。  

３  委 員 は 、 そ の 属 す る 地 域 に 住 所 を 有 し な く な っ た と き は 、 そ

の 職 を 失 う 。  

（ 委 任 ）  

第 14条  地 域 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

第 ６ 章  協 働 の ま ち づ く り の 推 進  

（ 協 働 の ま ち づ く り の 推 進 ）  

第 15条  市 民 等 及 び 市 は 、 お 互 い に そ れ ぞ れ の 特 性 を 理 解 し 、 尊

重 し 、 及 び 補 完 し 合 い な が ら 、 協 働 の ま ち づ く り を 積 極 的 に 推

進 す る も の と す る 。  

（ ま ち づ く り に 関 す る 情 報 の 共 有 ）  

第 16条  市 民 等 及 び 市 は 、 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 ま

ち づ く り に 関 す る 情 報 を お 互 い に 広 く 発 信 し 、 収 集 す る こ と に

よ り 、 そ の 情 報 を 共 有 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  市 民 等 は 、 お 互 い に 個 々 が 持 つ ま ち づ く り に 関 す る 情 報 に 関

心 を 持 ち 、 共 有 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 人 材 育 成 ）  

第 17条  市 民 等 及 び 市 は 、 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 共

に 学 び 合 い 、 人 材 の 育 成 及 び 活 用 に 努 め る も の と す る 。  

２  市 民 等 及 び 市 は 、 次 世 代 の ま ち づ く り を 担 う 子 ど も 、 若 者 等
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の 育 成 に 努 め る も の と す る 。  

（ 地 区 ま ち づ く り 推 進 委 員 会 に よ る 推 進 ）  

第 18条  地 区 ま ち づ く り 推 進 委 員 会 は 、 当 該 地 区 の 個 性 を 活 か し

た ま ち づ く り を 進 め る た め 、 地 域 協 議 会 及 び 他 の ま ち づ く り 活

動 団 体 と 連 携 し 、 共 通 の 施 策 や 課 題 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ ま ち づ く り 活 動 団 体 に よ る 推 進 ）  

第 19条  ま ち づ く り 活 動 団 体 は 、 自 ら の 持 つ 知 識 及 び 特 性 を 活 か

し 、 ま ち づ く り に 貢 献 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  ま ち づ く り 活 動 団 体 は 、 積 極 的 に ま ち づ く り に 関 す る 情 報 を

発 信 し 、 活 動 の 輪 を 広 げ る と と も に 、 自 ら の 活 動 内 容 が 市 民 等

に 理 解 さ れ る よ う 努 め る も の と す る 。  

３  ま ち づ く り 活 動 団 体 は 、 他 の ま ち づ く り 活 動 団 体 と の 交 流 及

び 連 携 を 図 る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 市 に よ る 推 進 ）  

第 20条  市 は 、 市 民 等 に 対 し 、 協 働 の ま ち づ く り に 関 す る 啓 発 を

行 う も の と す る 。  

２  市 は 、 地 域 の 実 情 に 配 慮 し た 上 で 、 協 働 の ま ち づ く り の 推 進

に 必 要 と な る 人 的 、 技 術 的 又 は 財 政 的 な 支 援 等 を 行 う も の と す

る 。  

３  市 は 、 各 所 属 に お い て 積 極 的 に 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る

と と も に 、 所 属 を 超 え た 取 組 に つ い て も 推 進 す る も の と す る 。  

（ 推 進 体 制 ）  

第 21条  市 は 、 協 働 の ま ち づ く り に 係 る 推 進 計 画 を 策 定 し 、 そ の

進 捗 状 況 に つ い て 検 証 す る た め の 組 織 を 置 く も の と す る 。  

（ 協 働 の ま ち づ く り の 活 動 拠 点 ）  

第 22条  市 は 、社 会 教 育・生 涯 学 習 の 推 進 の 拠 点 で あ る 公 民 館 に 、

協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る 役 割 を 加 え 、そ の 活 動 拠 点 と し て 、

施 設 の 整 備 及 び 充 実 を 図 る も の と す る 。  

（ 事 業 者 の 協 力 ）  

第 23条  事 業 者 は 、 地 域 社 会 の 一 員 と し て 、 地 域 社 会 と の 調 和 を

図 る と と も に 、 公 共 的 又 は 公 益 的 な 活 動 に 協 力 し 、 協 働 の ま ち

づ く り の 推 進 に 努 め る も の と す る 。  

（ 高 等 教 育 機 関 と の 連 携 ）  

第 24条  市 民 等 及 び 市 は 、 高 等 教 育 機 関 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 22年
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法 律 第 26号 ） に 規 定 す る 大 学 （ 大 学 院 及 び 短 期 大 学 を 含 む 。 ）

及 び 専 修 学 校 を い う 。 ） と 連 携 し 、 教 育 若 し く は 研 究 の 成 果 又

は こ れ ら に 関 わ る 人 が 、 協 働 の ま ち づ く り の 推 進 に 寄 与 す る こ

と が で き る よ う 努 め る も の と す る 。  

第 ７ 章  雑 則  

（ 条 例 の 見 直 し ）  

第 25条  市 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 状 況 に つ い て 検 討 し 、 必 要 に

応 じ て そ の 見 直 し を 行 う も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 26条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別

に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 浜 田 市 自 治 区 設 置 条 例 等 の 廃 止 ）  

２  次 に 掲 げ る 条 例 は 、 廃 止 す る 。  

(１ )  浜 田 市 自 治 区 設 置 条 例 （ 平 成 17年 浜 田 市 条 例 第 30 8号 ）  

(２ )  浜 田 市 協 働 の ま ち づ く り 推 進 に 関 す る 条 例 検 討 委 員 会 条

例 （ 令 和 元 年 浜 田 市 条 例 第 17号 ）  

(３ )  浜 田 市 地 域 振 興 基 金 条 例 （ 平 成 17年 浜 田 市 条 例 第 79号 ）  

（ 地 域 協 議 会 の 委 員 の 委 嘱 及 び 任 期 の 特 例 ）  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お

い て 現 に 前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 浜 田 市 自 治 区 設 置 条

例 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 委 員 に 選 任 さ れ て い る 者 は 、 施 行

日 に お い て 、 第 1 2条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 委 員 に 委 嘱 さ れ た も の

と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 委 嘱 さ れ た も の と み な す 委

員 の 任 期 は 、 第 1 3条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 ４ 年 ３ 月

31日 ま で と す る 。  

（ 浜 田 市 地 域 振 興 基 金 条 例 の 廃 止 に 伴 う 準 備 行 為 ）  

４  浜 田 市 地 域 振 興 基 金 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 例

に 基 づ く 浜 田 市 地 域 振 興 基 金 は 、 附 則 第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ

る 同 条 例 の 廃 止 に 当 た り 、 施 行 日 前 に お い て 、 こ れ を 処 分 す る

こ と が で き る 。  

（ 浜 田 市 行 政 組 織 条 例 の 一 部 改 正 ）  
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５  浜 田 市 行 政 組 織 条 例 （ 平 成 1 7年 浜 田 市 条 例 第 16号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

（ 次 の よ う 略 ）  

（ 浜 田 市 附 属 機 関 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）  

６  浜 田 市 附 属 機 関 設 置 条 例 （ 平 成 17年 浜 田 市 条 例 第 18号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

（ 次 の よ う 略 ）  

（ 浜 田 市 防 災 行 政 無 線 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）  

７  浜 田 市 防 災 行 政 無 線 施 設 条 例 （ 平 成 18年 浜 田 市 条 例 第 ９ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

（ 次 の よ う 略 ）  

（ 浜 田 市 生 活 路 線 バ ス 条 例 の 一 部 改 正 ）  

８  浜 田 市 生 活 路 線 バ ス 条 例 （ 平 成 19年 浜 田 市 条 例 第 ９ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

（ 次 の よ う 略 ）  

（ 浜 田 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関

す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

９  浜 田 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関

す る 条 例 （ 平 成 2 0年 浜 田 市 条 例 第 37号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

（ 次 の よ う 略 ）  

別 表 （ 第 10条 関 係 ）  

地 域  区 域  

浜 田 地 域  外 ノ 浦 町 、 松 原 町 、 殿 町 、 田 町 、 琵 琶 町 、 朝 日 町 、 牛 市 町 、

紺 屋 町 、 天 満 町 、 新 町 、 錦 町 、 蛭 子 町 、 栄 町 、 片 庭 町 、 港

町 、 京 町 、 高 田 町 、 真 光 町 、 大 辻 町 、 瀬 戸 ケ 島 町 、 元 浜 町 、

原 町 、 清 水 町 、 瀬 戸 見 町 、 生 湯 町 、 長 沢 町 、 浅 井 町 、 黒 川

町 、 相 生 町 、 竹 迫 町 、 杉 戸 町 、 高 佐 町 、 河 内 町 、 野 原 町 、

原 井 町 、 笠 柄 町 、 三 階 町 、 長 見 町 、 後 野 町 、 佐 野 町 、 宇 津

井 町 、 熱 田 町 、 長 浜 町 、 周 布 町 、 日 脚 町 、 治 和 町 、 津 摩 町 、

吉 地 町 、 穂 出 町 、 西 村 町 、 折 居 町 、 東 平 原 町 、 鍋 石 町 、 櫟

田 原 町 、 田 橋 町 、 横 山 町 、 内 村 町 、 内 田 町 、 井 野 町 、 上 府

町 、 国 分 町 、 久 代 町 、 下 府 町 、 宇 野 町 、 下 有 福 町 、 大 金 町  
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金 城 地 域  金 城 町 久 佐 、 金 城 町 宇 津 井 、 金 城 町 今 福 、 金 城 町 追 原 、 金

城 町 入 野 、 金 城 町 上 来 原 、 金 城 町 下 来 原 、 金 城 町 七 条 、 金

城 町 波 佐 、 金 城 町 長 田 、 金 城 町 小 国  

旭 地 域  旭 町 坂 本 、 旭 町 今 市 、 旭 町 丸 原 、 旭 町 木 田 、 旭 町 山 ノ 内 、

旭 町 和 田 、 旭 町 重 富 、 旭 町 本 郷 、 旭 町 都 川 、 旭 町 来 尾 、 旭

町 市 木  

弥 栄 地 域  弥 栄 町 長 安 本 郷 、 弥 栄 町 三 里 、 弥 栄 町 程 原 、 弥 栄 町 大 坪 、

弥 栄 町 稲 代 、 弥 栄 町 高 内 、 弥 栄 町 門 田 、 弥 栄 町 小 坂 、 弥 栄

町 栃 木 、 弥 栄 町 木 都 賀 、 弥 栄 町 野 坂 、 弥 栄 町 田 野 原  

三 隅 地 域  三 隅 町 岡 見 、 三 隅 町 古 市 場 、 三 隅 町 湊 浦 、 三 隅 町 西 河 内 、

三 隅 町 折 居 、 三 隅 町 東 平 原 、 三 隅 町 三 隅 、 三 隅 町 向 野 田 、

三 隅 町 河 内 、 三 隅 町 矢 原 、 三 隅 町 下 古 和 、 三 隅 町 上 古 和 、

三 隅 町 井 川 、 三 隅 町 黒 沢 、 三 隅 町 井 野 、 三 隅 町 室 谷 、 三 隅

町 芦 谷  

 

○ 浜 田 市 地 域 協 議 会 運 営 規 則  

平 成 17年 11月 2 1日 規 則 第 23 3号  

改 正  

平 成 27年 ６ 月 30日 規 則 第 31号  

平 成 27年 ７ 月 27日 規 則 第 35号  

平 成 28年 ６ 月 24日 規 則 第 22号  

令 和 ３ 年 ３ 月 19日 規 則 第 ９ 号  

浜 田 市 地 域 協 議 会 運 営 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 浜 田 市 協 働 の ま ち づ く り 推 進 条 例 （ 令 和 ２

年 浜 田 市 条 例 第 3 1号 ） 第 14条 の 規 定 に 基 づ き 、 地 域 協 議 会 の 運

営 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ２ 条  地 域 協 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り

定 め る 。  

２  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 地 域 協 議 会 を 代 表 す る 。  

３  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長

が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  
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（ 会 議 ）  

第 ３ 条  地 域 協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 会 長 が

招 集 す る 。  

２  会 長 は 、 ４ 分 の １ 以 上 の 者 か ら 会 議 の 招 集 の 請 求 が あ る と き

は 、 会 議 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

３  会 議 は 、 委 員 の ２ 分 の １ 以 上 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で

き な い 。  

４  会 議 の 議 長 は 、 会 長 が 務 め る も の と す る 。  

５  会 議 の 議 事 は 、出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、可 否 同 数 の と き は 、

議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

６  会 長 は 、 協 議 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 者 に 対 し 資

料 の 提 出 、 意 見 の 聴 取 、 説 明 そ の 他 の 協 力 を 求 め る こ と が で き

る 。  

７  会 議 は 、 公 開 と す る 。 た だ し 、 議 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、

会 議 に 諮 っ た 上 で 公 開 し な い こ と が で き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ４ 条  地 域 協 議 会 の 庶 務 は 、 地 域 活 動 支 援 課 又 は 支 所 防 災 自 治

課 に お い て 処 理 す る も の と す る 。  

（ 正 副 会 長 連 絡 会 議 ）  

第 ５ 条  地 域 協 議 会 相 互 の 連 絡 調 整 及 び 連 携 を 図 る こ と を 目 的 と

し て 、 正 副 会 長 連 絡 会 議 （ そ れ ぞ れ の 地 域 協 議 会 の 会 長 及 び 副

会 長 に よ る 会 議 を い う 。以 下 同 じ 。）を 開 催 す る こ と が で き る 。  

２  正 副 会 長 連 絡 会 議 の 庶 務 は 、 地 域 活 動 支 援 課 に お い て 処 理 す

る も の と す る 。  

３  正 副 会 長 連 絡 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 正 副 会 長 連 絡

会 議 に 諮 り 別 に 定 め る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ６ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 地 域 協 議 会 の 運 営 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 会 議 に 諮 り 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 開 か れ る 会 議 は 、 第 ３ 条 第 １
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項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 が 招 集 す る も の と す る 。  

附  則 （ 平 成 27年 ６ 月 30日 規 則 第 31号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 27年 ７ 月 27日 規 則 第 35号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 28年 ６ 月 24日 規 則 第 22号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 19日 規 則 第 ９ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

〇地域協議会委員の報酬 等について  

 

 地域協議会委員の皆様 には、以下の計算方法及び、支払方法で報酬が

支払われます。  

１  報酬の計算方 法   

  定額で 6,000 円 / 1 回です。  

  同日に、報酬が出る市主 催の会議等がある場合は、どちらか片側か

らしか報酬は支払われません。（ 12,000 円にはなりません）  

  源泉徴収税が差し引 かれます。（現行 470 円）  

  実質の入金額は 6,000 円－ 470 円＝ 5,530 円です。  

２  報酬の支払い 方法   

  出席の都度、支払わ れます。  

  概ね 1 ヶ月以内にご 指定の口座に入金されます。  

  報酬から源泉徴収を 差し引いて、費用弁償を足した額が支払われま

す。  

３  費用弁償   

  会議に参加するために、ご自宅から会場までの移動に要する経費を

お支払いします。  

  ただし、片道 2 ㎞以内の場合は対象となりません。  

   【計算方法】片道 距離×往復×37 円 /㎞  

 

  例）片道が 5.8 ㎞の場 合  

    5.8 ㎞×往復＝ 11.6 ㎞（ 1 ㎞未満切り捨て）  

    11.0 ㎞×37 円 /㎞＝ 407 円  

 

  ※会場は弥栄会館な どの他、浜田市役所本庁舎で行われ合同会議等

もあり、その場合 には、浜田市役所と自宅間の距離が適用されま

す。  


